
平成 29 年 11 月号 №518 

のうぎょうだよりは八戸市農業

委員会のほか、市内農協各支店

でも配布しています。 

また、インターネットではフル

カラーでご覧いただけます。 

○八戸市ホームページ 

http://www.city.hachinohe.

aomori.jp/ 

 

 

 

 
のうぎょうだより 

農地を借りてくれる人
を探すお手伝いができ
ます！ 

農地の適正管理を指
導するのも農業委員
会の仕事です！ 

安心安全な農業者年金に
ついてご説明します！ 
また、後継者が認定農業
者の場合、贈与税の猶予
制度もあります。 

若手の新規就農者を
支援する、様々な制
度をご紹介します！ 

  

農
業
委
員
会
で
は
、
下
表
の
日
程
で
農
業
巡

回
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。 

相
談
会
は
、
農
家
の
皆
さ
ん
が
日
頃
困
っ
て

い
る
こ
と
や
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

農
業
委
員
会
の
地
区
の
委
員
や
職
員
が
お
話

が
ら 

 

を
聞
き
な
が
ら
、
一
緒
に
解
決
策
を
考
え
て
い

き
ま
す
。
一
人
で
思
い
悩
む
よ
り
、
思
い
切
っ

て
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

女
性
職
員
も
い
る
の
で
農
家
女
性
の
方
も

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

  

   

相
談
会
に
は
ど
な
た
で
も
、
ど
こ
の
会
場
で

も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。
農
地
に
つ
い
て
の
ご

相
談
は
、
詳
し
い
地
番
が
わ
か
る
も
の
（固
定

資
産
税
の
納
税
通
知
書
な
ど
）を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。 

☎
43-

２
１
１
１
（内
線
４
０
１
３
） 

座 談 会 日 程 

月 日 開始時間・会場 

12/11(月) 10:30 下長市民センター 集会室 13:00 市川公民館 図書室 

12/12(火) 10:30 上長公民館 会議室 13:00 瑞豊館 農事研修室 

12/13(水) 10:30 館公民館 会議室  

12/14(木) 10:30 是川公民館 会議室 13:00 大館公民館 会議室 

12/15(金) 10:30 白銀公民館 講義室 13:00 南浜公民館 和室 

12/18(月) 10:30 島守ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ  ー会議室 13:00 南郷事務所 大会議室 

 

隣の田んぼが耕作放棄地になっていて、雑

草は伸び放題、虫は湧くし、水路も詰まるし、

とても困っている。所有者に草刈をお願いし

たいが、どこの人かわからないし、第一、直接

言うのも角が立つ。どうにかならないかなあ。 
最近体力的に自分で農地を管理するのが難

しくなってきた。跡継ぎはいないが、先祖

代々の土地だし、手放したくはない。でもこの

ままでは周りにも迷惑をかけてしまうし、何か

良い方法はないだろうか。 

近所の若いのが農業を始めてみたいと言っ

ている。そんなに甘くはない、とは言ったもの

の、せっかくだし応援してやりたい。何か良い

制度はないだろうか。 

長く農家をやってきたが、最近老後のことが

心配だ。サラリーマンより年金が少ないし、や

っていけるだろうか。また、田んぼを息子に譲

ると、税金の猶予を受けられると聞いたが、

自分もその制度は使えるのだろうか。 
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去
る
９
月
22
日
、
南
部
町
の
楽
々
ホ
ー

ル
に
お
い
て
、
三
八
地
区
の
農
業
委
員
及
び

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
出
席
し
、

三
八
地
区
農
業
委
員
会
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。 

大
会
で
は
、
長
年
に
わ
た
り
地
域
農
業
の

振
興
に
貢
献
さ
れ
た
農
業
委
員
と
し
て
、
八

戸
市
か
ら
は
和
泉
俊
雄
氏
、
上
野
正
雄
氏
、

鳥
喰
一
郎
氏
の
前
農
業
委
員
３
名
が
表
彰

さ
れ
ま
し
た
。 

議
案
審
議
で
は
、
第
１
号
議
案
「
土
地
改

良
事
業
の
農
家
費
用
負
担
等
に
関
す
る
要

望
」と
し
て
、
地
域
に
自
主
的
な
集
積
・集
約

化
計
画
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
尊
重
し
、
農

家
の
費
用
負
担
等
に
つ
い
て
は
、
農
地
中
間

管
理
機
構
を
利
用
し
た
場
合
と
同
様
に
農

家
負
担
分
を
国
が
引
き
受
け
る
優
遇
措
置

を
講
ず
る
こ
と
な
ど
が
、
ま
た
第
２
号
議
案

「中
山
間
地
域
の
耕
作
放
棄
地
の
再
生
及
び

有
効
利
用
に
関
す
る
要
望
」
で
は
、
既
存
の

荒
廃
農
地
等
利
活
用
促
進
交
付
金
と
併
せ

て
、
中
山
間
地
域
の
耕
作
放
棄
地
解
消
に
向

け
た
新
し
い
助
成
制
度
を
創
設
す
る
こ
と

な
ど
が
提
案
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
満
場
一

致
で
議
決
さ
れ
ま
し
た
。  

？ 

れ
で
も
初
め
て
食
べ
る
に

は
相
当
な
覚
悟
が
必
要
な

の
だ
と
か
。
表
舞
台
に
あ

ま
り
出
る
こ
と
の
な
い
幻

の
ト
コ
ロ
。
見
か
け
た
ら

一
度
試
し
て
み
た
い
も
の

で
す
。 

一
見
細
め
の
生
姜
の
よ
う
で
、
口
に
す

る
と
猛
烈
な
苦
味
が
襲
っ
て
く
る
山
芋
科

の
植
物
の
根
っ
こ
。
そ
れ
が
野
老
（
ト
コ

ロ
）
で
す
。
東
北
地
方
の
一
部
、
青
森
県

で
は
主
に
南
部
地
方
で
食
さ
れ
て
き
た
よ

う
で
す
が
、
現
在
で
も
年
齢
が
上
の
方
は

食
べ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

ト
コ
ロ
は
デ
ン
プ
ン
質
が
豊
富
な
た

め
、
か
つ
て
は
飢
饉
や
戦
争
な
ど
で
食
糧

が
不
足
し
た
際
に
、
救
荒
（
き
ゅ
う
こ
う
）

食
物
と

し
て
人
の
命
を
つ
な
い
で
き
ま
し
た
。
し

か
し
苦
味
が
大
変
強
く
、
何
時
間
も
煮
て

ア
ク
抜
き
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
食
べ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
大
変
手
間
が
か
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
日
常
的
に
食
卓
に
上
る

こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

現
在
で
は
ト
コ
ロ
は
一
種
の
嗜
好
品
と

し
て
食
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
好
ん
で

食
べ
る
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
苦
味
が
た

ま
ら
な
い
の
だ
と
か
。
母
の
記
憶
に
よ
る

と
、
私
の
曾
祖
母
は
寒
い
時
期
に
な
る

と
、
自
分
で
山
で
採
っ
て
き
て
は
、
ほ
と

ん
ど
ア
ク
抜
き
も
せ
ず
食
べ
て
い
た
そ
う

で
す
が
、
あ
ま
り
の
苦
味
に
家
族
は
誰
も

口
に
し
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

今
で
も
道
の
駅
な
ど
で
ア
ク
抜
き
し
た

も
の
が
出
回
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ 

大館／旧市内／南浜・美保野／豊崎／是川の 

各地区で耕作されている農業経営者の皆様を対象とする 
 
 
 
 
   

 国では、地域農業の振興を図るため、新規青年就農者への資金の交付や、農業用機械の導入

のための経営体育成支援事業等を実施しています。 

 当市では、これらの国の事業を行うため、また、これからの地域農業のあり方を検討するための

「経営再開マスタープラン」を各地区において更新するため、準備を進めているところです。 

つきましては、プランに関する皆様のご意見を賜りたく、次のとおり座談会を開催します。 

皆様お誘い合わせの上、お集まりください。 

問農業経営振興センター ☎ 27－9163 FAX 27－9166 
 

○日時・場所 

地 区 日 時 場 所 

大 館 11月 27日（月）13：30～ 大館公民館 会議室 

旧市内 
南浜・美保野 

11月 28日（火）13：30～ 八戸市庁別館８階 研修室 

豊 崎 11月 29日（水）13：30～ 瑞豊館 生活研修室 

是 川 11月 30日（木）13：30～ 是川公民館 会議室 
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農
家
の
皆
様
へ 

お
ね
が
い 

 

◆
近
隣
に
お
住
ま
い
の
方
に
迷

惑
が
か
か
る
よ
う
な
野
焼
き
は

行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
◆ 

  

毎
年
多
く
の
市
民
の
方
か
ら
、
野
焼
き
の

煙
に
よ
り
「
煙
た
く
て
頭
が
痛
く
な
る
」
、

「
野
焼
き
で
洗
濯
物
が
臭
く
な
り
、
洗
い
な

お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
「窓
が
開
け
ら

れ
な
い
」な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。 

農
業
や
林
業
、
漁
業
を
営
む
た
め
に
、
や

む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物

の
焼
却
は
、
野
焼
き
禁
止
の
例
外
と
さ
れ
て

は
い
ま
す
が
、
野
焼
き
は
大
量
の
煙
や
臭
い

が
発
生
し
、
近
隣
の
生
活
環
境
に
支
障
を
き

た
し
て
い
る
こ
と
が
大
変
多
い
の
が
実
情
で

す
。 農

地
か
ら
出
た
草
木
は
む
や
み
に
焼
却

せ
ず
、
土
に
鋤
き
込
ん
だ
り
、
燃
や
せ
る
ご

み
と
し
て
処
分
す
る
な
ど
、
野
焼
き
以
外
の

処
分
方
法
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。 

八
戸
清
掃
工
場
へ
自
分
で
持
ち
込
む
場

合
に
は
、
45
リ
ッ
ト
ル
袋
で
10
袋
ま
で
無

料
で
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
指
定

袋
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
） 

や
む
を
得
ず
燃
や
す
場
合
は
、
草
木
を

よ
く
乾
か
し
、
ご
近
所
の
理
解
を
得
て
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
、
十
分
な
配
慮
を
お
願
い

し
ま
す
。 

      

       
 少子高齢時代に強い年金です。 

  自ら支払った保険料とその運用益により年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」の年金です。 
 保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます！ 

  月額２万～６万７千円の間（千円単位）で設定できます。 
 税制面で大きな優遇措置があります！ 

  支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります。 
 認定農業者など一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助があります！ 

 
※加入要件…①60歳未満、②国民年金第1号被保険者、③年間60日以上農業に従事している方 

農業者年金に関するご相談は、最寄りのＪＡか農業委員会または農業者年金基金にお問合せください。    

問 農業者年金基金 ☎03-3502-3942 

 あなたの老後生活への 

備えは十分ですか？ 

 

 

 
  
八戸地域担い手育成総合支援協議会（事務

局：八戸市農業経営振興センター）では、集落営

農組織のさらなる経営力の向上を目的に、次の日

程で「法人化移行研修会」を開催します。皆様お

誘い合わせの上、奮ってご参加ください。 

問農業経営振興センター 

☎27-9163 FAX27-9166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

・「集落営農組織の経営安定と 
法人化に向けて」 
 
 

講 師 髙地豊人氏 たかち総合事務所所長 
 12月 4日（月）13:30～15：30 
 南郷地区 

場 所 八戸市南郷事務所２階大会議室 
 
※南郷地区にお住まいの方以外でも興味のある方
はご参加いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

これから迎える年末年始は、みんなでおいしい
ごちそうを囲む機会が増える一方、食品廃棄量
が増える時期でもあります。日本は食糧の６割を
輸入に頼っています。ところが、食べられるのに
廃棄している食品、いわゆる「食品ロス」は年間
500～800 万トンにも上ります。これは１人が１日
にお茶碗１～２杯分の食品を廃棄しているのと同
量です。 
 

○今日からあなたにできること 
安いからと「買い過ぎない」。適量を！ 
「使い切る」。新品の開封はちょっと待った！ 
全部「食べ切る」。もったいない！ 
 
○宴会では３０１０運動 
宴会の始めの 30分と最後の 10分は席につい
て、みんなで料理をおいしくいただきましょう。 
忘年会や新年会で声掛けしましょう。 

NO
ノー

-FOODLOSS
フードロス

 PROJECT
プロジェクト
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新規の農地情報をお知らせします。詳細について

確認したい方は、「全国農地ナビ」をご覧いただくか、

農業委員会までお越しください。新規以外の情報は

折込チラシにございます。 

農地転用・農地改良につきましては、農業委員会

や農業委員にご相談ください。 

問 農業委員会 ☎ ４３-２１１１（内線４０１５） 

                               

                               

  

 

当
委
員
会
で
設
定
し
て
い
る
農
地
法
第
３
、

４
、
５
条
の
許
可
申
請
・
届
出
の
受
付
期
間

等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
申
請
内
容
や
申
請

書
類
に
つ
い
て
、
事
前
に
農
業
委
員
会
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
29
年
度
の
年
間
予
定
に
つ
い
て
は
、

農
業
委
員
会
の
窓
口
及
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ掲
載
し
て
い
ま
す
。 

問
農
業
委
員
会 

☎
43-

２
１
１
１
（内
線
４
０
１
４
） 

                  

   

２
０
１
０
年
か
ら
毎
年
こ
の
時
期
に
、
全
国

ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン
プ
リ
が
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
年
も
日
本
全
国
か
ら
総
勢
６
８
１
体
の

ご
当
地
ゆ
る
キ
ャ
ラ
が
参
加
。
も
ち
ろ
ん
八
戸

市
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
で
あ
る
「
い
か
ず
き
ん
ズ
」

も
参
戦
し
て
い
ま
す
よ
。 

 

ゆ
る
キ
ャ
ラ
は
か
つ
て
、
地
方
自
治
体
や
観

光
地
が
Ｐ
Ｒ
の
た
め
に
作
っ
た
、
一
般
的
に
は

デ
ザ
イ
ン
性
が
低
く
、
パ
ッ
と
し
な
い
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
こ
と
で
し
た
が
、
風
向
き
が
変
わ
っ

た
の
は
２
０
０
６
年
頃
。
彦
根
市
の
ひ
こ
に
ゃ

ん
が
火
付
け
役
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
で
は

ゆ
る
キ
ャ
ラ
は
地
域
の
顔
と
し
て
、
地
元
の
み

な
ら
ず
観
光
客
や
フ
ァ
ン
か
ら
も
親
し
ま
れ
る

存
在
で
す
。 

 

い
か
ず
き
ん
ズ
の
10
月
17
日
現
在
の
順
位

は
３
５
２
位
。
私
に
と
っ
て
は
紙
面
が
埋
ま
ら

ず
悩
ん
で
い
る
と
き
に
、
い
つ
も
さ
り
げ
な
く

フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
れ
る
、
頼
も
し
い
彼
ら
な
の

で
す
が
、
も
し
か
し
て
、
ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン

プ
リ
に
出
る
に
は
、
完
成
度
が
高
く
て
魅
力
的

す
ぎ
る
の
か
も
？  

投
票
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
で
き
ま
す
の

で
、
み
な
さ
ん
も
ぜ
ひ
応
援
し
て
く
だ
さ
い
ね
。 

の
う
ぎ
ょ
う
だ
よ
り
担
当 

高
橋  

編
集
発
行 

平
成
29
年
11
月
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43-

２
１
１
１ 

内
線
４
０
１
３
） 

印
刷
部
数
４
，
３
０
０
部 

印
刷
経
費
１
部
あ
た
り
4.62
円 編

集
後
記 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 

・期間 大字 小字 地番 

① 河原木 谷地田 

40-1 田 991 

無料・ 
10年間 

50-1 
田 

（農用地） 
2,975 

 

 

Agricultural Land Information System Agricultural Committee 

全国の農地情報の確認にはインターネットの「全国

農地ナビ」をご利用ください。画面上の地図から農地

の所在、地番をはじめ、地目、面積、所有者の意向

などを調べることができます。 
 
全国農地ナビ http://www.alis-ac.jp/ 

 

全国農地ナビは、市町村および農業委員会が整

備している農地台帳と農地に関する地図について、

運営・管理団体である全国農業会議所が、農業委員

会などと公表事務にかかる委託契約を結んだ上で、

農地法に基づき農地情報をインターネット上で公表

するサイトです。 

経営規模の拡大や新規参入に
向けて農地を探している方にと
って、大変有効なシステムとなっ
ています。 

ぜひご活用ください！ 

農地法許可申請 

申請月 受付期間 
許可書の交付日 

3条/4･5条 
（30a以下） 

4･5条 
（30a超） 

11月 11/13-11/20 12/14 1/5 

12月 12/11-12/20 1/18 2/5 

1月 1/11-1/19 2/16 3/6 

農地法届出 

申請月 締切日 交付日 締切日 交付日 

11月 11/6 11/15 11/20 11/30 

12月 12/5 12/15 12/20 12/27 

1月 1/5 1/15 1/22 1/31 

※他法令との調整により、変更となる場合があります。 

http://www.alis-ac.jp/

